
№ 質問箇所 質問事項 質問回答

1

金抜設計書
特-（13）

週休2日推進に係る補正額は経費計算の対象額に含まれ
ると考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。

週休2日推進に係る補正額については、特記仕様書25-
29及び金抜設計書に示すとおりです。

質問書に対する回答

件名）首都圏中央連絡自動車道　大栄ジャンクション南工事


